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今
年
の
梅
雨
ま
た
は

そ
の
他
に
豪
雨
の
被
害
は
あ

っ
た
の
か
。

　
　
　

７
月
６
日
の
大
雨
の

際
に
、
口
之
津
町
港
町
地
区

に
お
い
て
、
床
下
浸
水
が
一

件
発
生
し
て
い
る
。

　
　
　

大
雨
や
高
潮
対
策
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
　
　

前
方
・
西
新
開
の
雨

水
ポ
ン
プ
場
、
港
町
雨
水
幹

線
の
整
備
を
進
め
て
お
り
、

今
年
3
月
に
は
、
木
之
崎
に

雨
水
ポ
ン
プ
を
設
置
し
、
排

水
処
理
の
向
上
を
図
っ
て
き

た
。

　
　
　

水
門
の
ポ
ン
プ
の
運

転
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
。

　
　
　

一
定
の
水
位
に
な
る

と
、
自
動
運
転
に
な
る
よ
う

設
定
さ
れ
て
あ
る
。
大
雨
が

予
想
さ
れ
る
場
合
は
、
担
当

職
員
が
、
ポ
ン
プ
場
に
出
向

い
て
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
　

非
常
時
の
避
難
対
策

状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
。

　
　
　

台
風
の
接
近
、
ま
た

は
大
雨
の
被
害
が
予
想
さ
れ

る
場
合
に
は
、
高
台
に
あ
る

口
之
津
小
学
校
を
自
主
避
難

所
と
し
て
開
設
し
、
早
目
の

避
難
を
促
す
こ
と
に
し
て
い

る
。

　
　
　

木
之
崎
の
ポ
ン
プ
場

が
開
設
さ
れ
、
運
転
さ
れ
て

い
る
の
に
、
な
ぜ
道
路
が
浸

水
し
て
い
る
の
か
。

　
　
　
　
　

国
道
ま
で
つ
か

っ
た
と
い
う
部
分
は
現
在
、

検
討
し
て
い
る
。

　
　
　

検
討
中
と
い
う
の
は

少
し
遅
す
ぎ
な
い
か
。

　
　
　
　
　

原
因
を
つ
き
と

め
て
、
対
応
し
た
い
。

　
　
　

県
と
の
事
前
協
議
の

進
捗
状
況
は
。
今
年
度
中
に

終
え
る
予
定
な
の
か
。

　
　
　

県
の
担
当
部
局
に
は

理
解
し
て
い
た
だ
き
、
無
償

譲
渡
の
手
続
き
は
、
今
年
度

中
に
終
わ
ら
せ
た
い
と
思
う
。

　
　
　

国
道
と
の
連
結
の
道

路
拡
幅
ま
た
迂
回
路
は
。

　
　
　
　
　

急
カ
ー
ブ
で
や

や
狭
く
な
っ
て
い
る
部
分
を

改
良
す
る
事
で
、
現
在
の
道

路
で
対
応
で
き
る
と
思
っ
て

い
る
。

　
　
　

サ
ッ
カ
ー
の
公
式
競

技
場
は
二
面
必
要
と
思
う
が
。

　
　
　
　
　

現
時
点
で
は
、

市
民
の
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ポ
ー

ツ
を
通
し
て
、
イ
ベ
ン
ト
活

動
・
憩
い
の
場
と
し
て
利
用

し
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
、

駐
車
場
が
狭
く
な
る
こ
と
か

ら
、
一
面
と
考
え
て
い
る
。

市長／木之崎に雨水ポン
プを設置し、排水処理の
向上を図った。
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井上末喜議員

　
　
　

事
件
・
事
故
発
生
時

容
疑
者
逃
亡
の
時
、
解
決
に

つ
な
が
る
の
が
防
犯
カ
メ
ラ

で
あ
る
が
、
本
市
で
主
要
道

路
出
入
口
に
防
犯
カ
メ
ラ
の

設
置
を
で
き
な
い
か
。

　
　
　

警
察
・
民
間
と
連
携

し
、
維
持
管
理
等
の
検
討
が

必
要
で
あ
る
。

　
　
　

国
道
で
防
犯
灯
が
な

い
地
域
が
あ
る
。
せ
め
て
人

影
が
確
認
で
き
る
程
度
の
防

犯
灯
設
置
は
出
来
な
い
か
。

　
　
　

建
設
部
や
振
興
局
等

と
も
協
議
し
努
力
す
る
。

　
　
　

災
害
を
引
き
起
こ
し

か
ね
な
い
大
型
開
発
や
、
事

業
に
つ
い
て
は
、
市
独
自
の

条
例
の
設
定
は
出
来
な
い
か
。

　
　
　
　

法
律
を
超
え
る
恐

れ
が
あ
り
、
市
独
自
の
条
例

制
定
は
難
し
い
。

　
　
　

建
設
進
行
中
の
申
請

書
に
は
、
開
発
し
太
陽
光
を

設
置
す
れ
ば
、
現
況
よ
り
雨

水
流
出
は
な
い
と
あ
り
、
調

整
池
の
設
置
な
し
で
認
可
さ

れ
て
い
る
が
市
の
対
応
は
。

　
　
　
　
　
　

開
発
業
者
か

ら
県
へ
、
対
策
を
講
じ
る
こ

と
で
改
善
さ
れ
る
と
申
請
さ

れ
て
お
り
、
許
可
さ
れ
て
い

る
。
本
市
に
は
許
可
権
限
等

も
な
く
参
考
事
例
で
の
答
弁

で
あ
る
。

　
　
　

雨
水
の
流
出
は
な
い

と
な
っ
て
い
る
が
、
現
地
の

下
流
で
雨
水
災
害
が
発
生
し

た
時
は
誰
の
責
任
か
。

　
　
　
　
　
　

市
と
環
境
保

全
協
定
書
を
締
結
、
災
害
が

発
生
し
た
ら
、
開
発
業
者
が

地
権
者
と
協
議
し
対
策
を
講

じ
る
。

　
　
　
対
策
は
講
じ
る
が
、

個
人
の
損
害
は
誰
が
責
任
を

取
る
の
か
、
明
確
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　

補
償
問
題
は

協
定
書
を
結
ん
で
お
り
、
民

と
民
に
な
る
が
事
業
者
の
責

任
は
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　

議
会
に
か
か
ら
な
い

案
件
の
決
定
権
は
、
市
長
・

副
市
長
等
に
あ
る
。
前
権
限

者
が
決
定
し
た
案
件
は
正
式

決
定
で
あ
る
。
行
政
の
継
続

性
か
ら
、
決
定
事
項
は
尊
重

し
継
続
す
べ
き
と
考
え
る
が
。

　
　
　

当
時
の
責
任
者
と
皆

さ
ん
が
合
意
し
た
こ
と
は
、

継
続
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、

尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　

後
に
問
題
が
起
き
そ

う
な
案
件
で
、
議
会
に
か
か

ら
な
い
案
件
に
つ
い
て
は
、

議
会
に
相
談
す
る
気
は
な
い

か
。

　
　
　
な
ん
ら
か
の
形
で
相

談
し
て
い
き
た
い
。
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